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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成30年8月9日(2018.8.9)

【公開番号】特開2017-16921(P2017-16921A)
【公開日】平成29年1月19日(2017.1.19)
【年通号数】公開・登録公報2017-003
【出願番号】特願2015-133619(P2015-133619)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｊ  35/08     (2006.01)
   Ｈ０５Ｇ   1/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ   35/08     　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｊ   35/08     　　　Ｆ
   Ｈ０５Ｇ    1/06     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年6月27日(2018.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線発生管と、前記Ｘ線発生管を収納する収納容器と、前記収納容器に固定された保持
部材と、を備え、
　前記Ｘ線発生管は、電子の照射によりＸ線を発生するターゲットと、前記ターゲットを
保持する陽極部材とを備える陽極を有し、
　前記陽極部材が、変形部材と共に、前記保持部材と前記収納容器とに挟まれて保持され
ることにより、前記Ｘ線発生管が前記収納容器に接続されていることを特徴とするＸ線発
生装置。
【請求項２】
　前記Ｘ線発生管の管軸方向において、前記陽極部材と前記変形部材と前記保持部材と前
記収納容器とが互いに重なって位置していることを特徴とする請求項１に記載のＸ線発生
装置。
【請求項３】
　前記変形部材は、前記陽極部材に接していることを特徴とする請求項１又は２に記載の
Ｘ線発生装置。
【請求項４】
　前記変形部材は、前記Ｘ線発生管の周方向において、連続的に全周にわたって配置され
ていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のＸ線発生装置。
【請求項５】
　前記変形部材は、弾性変形或いは塑性変形することを特徴とする請求項１乃至４のいず
れか一項に記載のＸ線発生装置。
【請求項６】
　前記変形部材のヤング率は、前記収納容器、前記保持部材、前記陽極部材のいずれより
も小さいことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載のＸ線発生装置。
【請求項７】
　前記変形部材のヤング率は、０．００１ＧＰａ以上１３０ＧＰａ以下であることを特徴
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とする請求項６に記載のＸ線発生装置。
【請求項８】
　前記変形部材のヤング率は、０．００１ＧＰａ以上０．１ＧＰａ以下であることを特徴
とする請求項７に記載のＸ線発生装置。
【請求項９】
　前記変形部材はニトリルゴムであることを特徴とする請求項８に記載のＸ線発生装置。
【請求項１０】
　前記収納容器のヤング率は、前記保持部材、前記陽極部材のいずれよりも小さいことを
特徴とする前記請求項６乃至９のいずれか一項に記載のＸ線発生装置。
【請求項１１】
　前記収納容器の内部の余空間に絶縁性液体が充填されていることを特徴とする請求項１
乃至１０のいずれか一項に記載のＸ線発生装置。
【請求項１２】
　前記収納容器に生じる変形が伝わって前記陽極部材に生じる変形が低減されるように、
前記Ｘ線発生管が前記変形部材を介して前記収納容器に支持されていることを特徴とする
請求項１乃至１１のいずれか一項に記載のＸ線発生装置。
【請求項１３】
　前記Ｘ線発生管は、電子源と前記電子源と接続されるとともに絶縁管を介して前記陽極
部材に接続される陰極部材とを含む陰極を有し、
　前記収納容器に変形が生じた場合に、前記ターゲットと前記電子源との距離の変動が低
減されるように、前記Ｘ線発生管が前記変形部材を介して前記収納容器に支持されている
ことを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか一項に記載のＸ線発生装置。
【請求項１４】
　Ｘ線発生管と、前記Ｘ線発生管を収納する収納容器と、前記収納容器に固定された保持
部材と、を備え、
　前記Ｘ線発生管は、電子の照射によりＸ線を発生するターゲットと、前記ターゲットを
保持する陽極部材とを備える陽極を有し、
　前記収納容器に生じる変形が伝わって前記陽極部材に生じる変形が低減されるように、
前記Ｘ線発生管が変形部材を介して前記収納容器に支持されていることを特徴とするＸ線
発生装置。
【請求項１５】
　Ｘ線発生管と、前記Ｘ線発生管を収納する収納容器と、前記収納容器に固定された保持
部材と、を備え、
　前記Ｘ線発生管は、電子の照射によりＸ線を発生するターゲットと、前記ターゲットを
保持する陽極部材とを備える陽極と、電子源と前記電子源と接続されるとともに絶縁管を
介して前記陽極部材に接続される陰極部材とを含む陰極と、を有し、
　前記収納容器に変形が生じた場合に、前記ターゲットと前記電子源との距離の変動が低
減されるように、前記Ｘ線発生管が変形部材を介して前記収納容器に支持されていること
を特徴とするＸ線発生装置。
【請求項１６】
　前記陽極部材が、前記変形部材と共に、前記保持部材と前記収納容器とに挟まれて保持
されていることを特徴とする請求項１４または１５に記載のＸ線発生装置。
【請求項１７】
　前記ターゲットは、電子の照射によりＸ線を発生するターゲット層と、前記ターゲット
層を支持するとともに前記ターゲット層で発生したＸ線を透過する支持基板と、を有する
ことを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか１項に記載のＸ線発生装置。
【請求項１８】
　前記支持基板は、外周において、前記陽極部材に接続されていることを特徴とする請求
項１７に記載のＸ線発生装置。
【請求項１９】
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　請求項１乃至１８のいずれか一項に記載のＸ線発生装置と、
　前記Ｘ線発生装置から放出され、被検体を透過したＸ線を検出するＸ線検出装置と、
　前記Ｘ線発生装置と前記Ｘ線検出装置とを連携制御するシステム制御装置と、を備えた
ことを特徴とするＸ線撮影システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の第一に係るＸ線発生装置は、Ｘ線発生管と、前記Ｘ線発生管を収納する収納容
器と、前記収納容器に固定された保持部材と、を備え、
　前記Ｘ線発生管は、電子の照射によりＸ線を発生するターゲットと、前記ターゲットを
保持する陽極部材とを備える陽極を有し、
　前記陽極部材が、変形部材と共に、前記保持部材と前記収納容器とに挟まれて保持され
ることにより、前記Ｘ線発生管が前記収納容器に接続されていることを特徴とする。
　また、本発明の第二に係るＸ線発生装置は、Ｘ線発生管と、前記Ｘ線発生管を収納する
収納容器と、前記収納容器に固定された保持部材と、を備え、
　前記Ｘ線発生管は、電子の照射によりＸ線を発生するターゲットと、前記ターゲットを
保持する陽極部材とを備える陽極を有し、
　前記収納容器に生じる変形が伝わって前記陽極部材に生じる変形が低減されるように、
前記Ｘ線発生管が変形部材を介して前記収納容器に支持されていることを特徴とする。
　また、本発明の第三に係るＸ線発生装置は、Ｘ線発生管と、前記Ｘ線発生管を収納する
収納容器と、前記収納容器に固定された保持部材と、を備え、
　前記Ｘ線発生管は、電子の照射によりＸ線を発生するターゲットと、前記ターゲットを
保持する陽極部材とを備える陽極と、電子源と前記電子源と接続されるとともに絶縁管を
介して前記陽極部材に接続される陰極部材とを含む陰極と、を有し、
　前記収納容器に変形が生じた場合に、前記ターゲットと前記電子源との距離の変動が低
減されるように、前記Ｘ線発生管が変形部材を介して前記収納容器に支持されていること
を特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　一方、陽極部材９は隣接する部材と互いに接触するのみで、上記した収納容器１１と保
持部材１２とのように固定されていない。本発明では、陽極部材９は保持部材１２と収納
容器１１との間に変形部材１４と共に配置されることによって、保持部材１２と収納容器
１１との間に挟まれた状態で、保持部材１２及び収納容器１１と一体化される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　本発明のＸ線撮影システム５０は、本発明のＸ線発生装置２０と、Ｘ線検出装置５３と
、システム制御装置５１とを備える。システム制御装置５１は、Ｘ線発生管１と駆動回路
１６とを有するＸ線発生装置２０と、Ｘ線検出装置５３とを連携制御する。駆動回路１６
は、システム制御装置５１による制御の下に、Ｘ線発生管１に各種の制御信号を出力する



(4) JP 2017-16921 A5 2018.8.9

。制御信号により、Ｘ線発生装置２０から放出されるＸ線の放出状態が制御される。Ｘ線
発生装置２０から放出されたＸ線は、被検体５６を透過してＸ線検出装置５３の検出器５
４で検出される。Ｘ線検出装置５３は、検出したＸ線を画像信号に変換して信号処理部５
５に出力する。信号処理部５５は、システム制御装置５１による制御の下に、画像信号に
所定の信号処理を施し、処理された画像信号をシステム制御装置５１に出力する。システ
ム制御装置５１は、処理された画像信号に基づいて、表示装置５２に画像を表示させるた
めの表示信号を表示装置５２に出力する。表示装置５２は、表示信号に基づく画像を、被
検体５６の撮影画像としてスクリーンに表示する。
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